
入 札 者 入 札 再 入 札

業 者 名 代表者名 順 金 額 順 金 額

平成30年度　交通安全対策事業　区画線工事

板野町犬伏

板野町公共事業に係る入札・契約の状況に関する事項

工事種別

路　線　名

工事箇所

町道156号線

住　　　所

予定価格

徳島県徳島市名東町２－６５０－１１

松井産業（株）

1,749,000

2,040,000

工事概要

入 札 の 状 況

松井　弘行

1,746,000

（様式２）

公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条第２項の規定に基づき、次の事項を公表する。

公表日

入札日

工事年度

工　事　名

契約業者名

工　　期

指名業者

指名理由

契　約　金　額 （税込み）

着工 完成

代表者名

最低制限価格

下表入札参加業者と同様

板野町指名審査委員会により指名

整理番号 1 平成30年6月19日

平成30年6月19日 平成30年8月31日

1,888,920

施工延長　L=1005m

区画線工
　W=15（実線）　L=2169m　　W=15（破線）　L=444m
　W=15（記号）　L=113.1m　　W=30（破線）　L=23m
　W=45（実線）  L=12.2m　　W=45（ｾﾞﾌﾞﾗ） L=66.2m
仮設工
　交通誘導警備員B　2人

平成30年6月18日 入札場所 板野町町民センター １階 「多目的ホール」

平成30年度

塗装

AM10：30

東　久雄 4（株）アトム 1,753,000

大串　昇 2（株）大串塗工 1,751,000

藤原　宗三 3上藤宗（株） 1,752,000

小林　智鶴 5四国道路施設（有） 1,768,000

和田　久司 9（株）四国ライン 1,776,000

山口　裕史 10（株）大日 1,950,000

宇坂　久志 11（株）ナカムラ広報 1,977,000

坂東　浩之 6坂東産業（株） 1,771,000

辻本　俊治 7（株）正木産業 1,772,000

松井　弘行 ①松井産業（株） 1,749,000

中條　宏太 8（株）ライト産業 1,773,000

最低制限価格未満の入札者名



平成30年度　交通安全対策事業　区画線工事

整理番号 1

工事名

入札業者名 代表者名 入札金額 3桁番号 入力時間 ミリ秒

1,753,000（株）アトム 東　久雄 000 136H30/06/18 10時34分49秒136

1,751,000（株）大串塗工 大串　昇 117 718H30/06/18 10時35分02秒718

1,752,000上藤宗（株） 藤原　宗三 111 203H30/06/18 10時35分12秒203

1,768,000四国道路施設（有） 小林　智鶴 258 398H30/06/18 10時35分21秒398

1,776,000（株）四国ライン 和田　久司 417 394H30/06/18 10時35分29秒394

1,950,000（株）大日 山口　裕史 001 210H30/06/18 10時35分37秒210

1,977,000（株）ナカムラ広報 宇坂　久志 395 285H30/06/18 10時35分47秒285

1,771,000坂東産業（株） 坂東　浩之 612 664H30/06/18 10時35分54秒664

1,772,000（株）正木産業 辻本　俊治 168 507H30/06/18 10時36分02秒507

1,749,000松井産業（株） 松井　弘行 123 585H30/06/18 10時36分10秒585

1,773,000（株）ライト産業 中條　宏太 333 593H30/06/18 10時36分17秒593

予定価格

1,746,000

1,746,000

最低制限価格

最低制限価格(切捨後)

2,040,000

入札無効業者 入札辞退業者 入札欠席業者 入札棄権業者



設計価格（税抜）

整理番号

＜　公　表　用　＞

工 事 名 平成30年度　交通安全対策事業　区画線工事

設計価格の内訳

直 接 工 事 費

一 般 管 理 費 等

共 通 仮 設 費

現 場 管 理 費

¥846,343

最低制限基本価格 1 , 7 4 6 , 0 0 0 円

ランダム係数

最低制限価格 1 , 7 4 6 , 0 0 0 円

1

¥202,000
¥614,000
¥377,657

2,040,000円

1 . 0 0 0 0

最低制限基本価格[税抜]＝「直接工事費×0.95＋共通仮設費×0.9＋現場管理費×0.9＋一般管理費等×0.55」

ただし、この算式により算出した最低制限基本価格(税抜き)が予定価格(税抜き)の9/10を超える場合は、予定価格の

9/10を最低制限基本価格とし、予定価格の7/10に満たない場合は予定価格の7/10を最低制限基本価格とする。


